別記様式第6号(第6条関係)
	この先の(　　　　)メートル以内
	45cm

	　
	火気の使用を禁ず
	　
	

	違反すると消防法によって罰せられます。

長門市消防本部
	

	60cm
	　


注　1　地色は、白色とする。
　　2　点線枠内の文字は、赤色とする。
　　3　他の文字は、黒色とする。
